
小美玉市 

1/4 

総合評価方式の試行導入について 
 
 本市では，建設工事の品質の確保及び向上を図ることを目的として，平成２０年度から

総合評価方式を次のとおり試行導入します。 
 
１ 制度の概要 
 総合評価方式は，公共工事の品質確保の観点から，入札価格のみではなく，施工実績，

施工能力等の価格以外の技術的要素を含めて総合的に評価を行い，技術と価格の両面から

最も優れた落札業者を決定する方式です。 
 
２ 型式 
 総合評価方式の型式は，当該工事の難易度等に応じて，次の３型式に区別します。 
（１） 標準型 
 技術的な工夫の余地が大きい建設工事において，市が求める工事内容を実現するための

施工上の技術提案を求める場合は，同種・類似工事の経験，工事成績等と併せ，安全対策，

交通・環境への影響，工期の縮減等の観点から技術提案を求め，技術力と価格とを総合的

に評価するもの。 
（２） 簡易型 
 技術的な工夫の余地が小さい建設工事において，施工の確実性を確保するため，簡易な

施工計画や同種・類似工事の経験，工事成績等に基づき技術力と価格とを総合的に評価す

るもの。 
（３） 特別簡易型 
 技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な建設工事において，施工の確実性を確保

するため，施工計画の評価を要件とせず，同種・類似工事の経験，工事成績等に基づき技

術力と価格とを総合的に評価するもの。 
 
※市では当面の間，総合評価方式の試行は特別簡易型により行います。 
 
３ 対象工事 
 原則として一般競争入札による工事で，品質の確保と効率的かつ経済的な社会資本整備

の観点から，入札者の技術的能力と入札価格を総合的に評価することが妥当であると認め

られる工事を対象とします。 
 
４ 入札の方法 
 総合評価方式による入札も，電子入札システム（以下「システム」という）により実施

します。入札参加希望者は評価資料を持参により管財検査課へ提出いただくほか，申請期
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限までにシステムにより入札参加申請をして下さい。 
 
５ 学識経験者の意見聴取 
 総合評価方式により発注する工事の落札者決定基準を定めようとするときには，２人以

上の学識経験者の意見を聴取します。なお，この意見聴取時に落札者の決定についても意

見を聴取する必要があるとの意見が述べられた場合には，当該落札者を決定しようとする

ときに改めて２人以上の学識経験者の意見を聴取します。 
 
６ 評価の方法 
 総合評価方式による評価の方法は，入札参加者が提出した評価資料に基づき算出した得

点の合計点（以下「評価点」という。）と標準点（１００点）の合計点（以下「技術評価点」

という。）を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値（以下「評価値」という。）を比

較する除算方式とし，次に掲げる算式によるものとします。 
（１） 技術評価点＝評価点＋標準点（１００点） 
（２） 評価値＝技術評価点／入札価格 
 
７ 落札候補者の決定 
 総合評価方式による入札価格が、予定価格以下であり、かつ、最低制限価格以上である

入札参加者のうち，評価値が最も高い者を落札候補第１順位者とし、入札公告に定める入

札参加資格確認書類の提出を求め，入札参加資格の審査を行い、落札候補者を決定します。 
 
８ 落札者の決定 
 入札参加資格があると認めた場合には、当該落札候補者が総合評価による最も有利な条

件の者であるかどうかを審査し，また，落札者の決定について意見聴取が必要と意見が述

べられた場合には学識経験者の意見聴取を行い，審査結果等を踏まえ落札者を決定します。 
 
 

問合せ先 
小美玉市総務部管財検査課契約検査係 
℡ ０２９９-４８-１１１１（内線１２７２） 
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総合評価方式による落札候補者の決定（例） 
 
 
１ 評価値算出方法 除算方式 
 評価値＝技術評価点（評価点＋標準点）／入札価格 
 
・標準点＝１００点 
・評価点の満点＝１０点 
 

予定価格   ３０，０００，０００円 
最低制限価格 ２５，０００，０００円 

 
【入札結果】 
 A 社 B 社 C 社 
入札価格（円） ２8，０００，０００ ２６，０００，０００ ２７，０００，０００ 

評価点 ９．０ ２．０ ７．０ 
技術評価点 １０９．０ １０２．０ １０７．０ 
評価値※ ３．８９２ ３．９２３ ３．９６２ 

順位 ３ ２ １ 
落札候補者   ○ 

※評価値は１０のべき乗を指数表記としたうえ，整数第 1 位から始まる仮数とします。 
 
 上記のとおり、有効の入札価格の最低価格者が落札候補者とはならず、評価値がもっと

も高い入札者が落札候補者となります。ただし、入札参加資格の審査を開札終了後に実施

する方式（事後審査方式）の場合は落札候補第１順位者とし、入札参加資格が確認された

時点で落札候補者となります。 
 なお入札価格が予定価格を超えた入札者及び入札価格が最低制限価格未満の入札者は失

格となります。 
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入札参加資格要件決定及び
落札者決定基準（案）の作成

資格審査委員会において審議します。

約10日間 学識経験者の意見聴取 落札者決定基準について学識経験者の意見を聴取します。

落札者決定基準の決定 資格審査委員会において審議します。

入札公告 入札手続き及び落札者決定基準等の公告をします。

約10日間

評価資料の提出（持参）
入札参加申請（電子）

入札参加希望者は、評価資料を持参により提出して下さい。
また、電子入札システムにより入札参加申請をして下さい。

約10日間 技術評価点の算出 提出された評価資料に基づき、技術評価点を算出します。

入札書の提出（電子）
入札参加希望者は、入札書及び工事費内訳書を電子入札システム
により提出して下さい。

開札、評価値の算出
入札書の開札を行い、入札価格が予定価格以下であり、かつ、最低
制限価格以上のものについて評価値を算出します。

1日

落札候補第1順位者の決定
評価値が高い者を落札候補第１順位者とし、入札参加資格確認書類
の提出を求めます。

入札参加資格確認
書類の提出（持参）

落札候補第１順位者は、入札参加資格確認書類を持参により提出し
ていただきます。

落札候補者の決定
落札候補第1順位者の入札参加資格について、資格審査委員会に
おいて審査を行い、資格有の場合は落札候補者と決定します。

約5日間
※資格無しの場合は、第1順位者の行った入札を無効とし、次順位者
から順次審査をし、落札候補者が決定するまで行います。

落札候補者の審査
当該落札候補者が総合評価による価格その他の条件が最も有利で
あるかを資格審査委員会において審査します。

学識経験者の意見聴取
（必要に応じて）

落札者の決定について必要と意見が述べられた場合のみ、学識経
験者の意見を聴取します。

落札者の決定 審査結果等を踏まえ落札者を決定します。

入札結果の公表
落札者決定後、総合評価方式に関する評価調書により入札結果を公
表します。

◎日数はおおまかな目安です。
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